
オンライン申請前に確認してください！

新規申請
保健所に事前相談はしましたか？

継続申請
前回申請・届出時から変更事項はありますか？

• 申請者の氏名及び住所
（法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名）

• 施設の名称、屋号又は商号
• 食品衛生責任者の氏名、資格の種類及び受講した講習会
• 施設の構造及び設備 等

変更届は出しましたか？ 継続申請前に届出してください。

食品衛生申請等システムのアカウントはお持ちですか？
• ない、わからない、忘れた → 新規取得
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共通
下記のアドレスが受信できるよう、メールの受信設定を
確認してください。

• 食品衛生申請等システム（厚生労働省）

system@i2fas.mhlw.go.jp

（受信許可リストの設定がある場合は、本システムから送信されるメールのドメイン
『ifas.mhlw.go.jp』(メールアドレスの@以降)を設定してください。）

• ちば電子申請サービス

pref-chiba@apply.e-tumo.jp

上記の対策を行っても、各システムからメールが返信されて来ない場合には、
別のメールアドレスを使用して申込を行ってください。

携帯電話のメールでは、初期設定でURLリンク付きメールを拒否する設定をされている場合
がございますので、その場合も同様にメール受信が可能な設定に変更してください。
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※ちば電子申請サービスのサイトご案内のため、
不備がなくても差戻します

食品衛生申請等
システム（厚生労働省）許可申請申請者1

事前相談申請者

食品衛生申請等
システム（厚生労働省）

申請内容の確認・差戻し保健所2

ちば電子申請
サービス許可等申請申請者３

ちば電子申請
サービス申請内容の確認・受理保健所４

ちば電子申請
サービス手数料オンライン決済申請者５

食品衛生申請等
システム（厚生労働省）再申請申請者６

確認検査保健所

許可証手交／郵送保健所

審査・許可

食品営業許可申請 オンライン決済手順
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食品営業許可申請 オンライン決済手順

食品衛生申請等
システム（厚生労働省）許可申請申請者1

食品衛生申請等
システム（厚生労働省）

申請内容の確認・差戻し保健所2

ちば電子申請
サービス許可等申請申請者3

ちば電子申請
サービス申請内容の確認・受理保健所4

ちば電子申請
サービス手数料オンライン決済申請者5

食品衛生申請等
システム（厚生労働省）再申請申請者6

確認検査保健所

許可証手交／郵送保健所

審査・許可

※ちば電子申請サービスのサイトご案内のため、
不備がなくても差戻します
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１ 食品衛生申請等システムにより許可申請をします

5

新規申請の場合

継続申請の場合
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申請内容を入力し、備考欄に「オンライン決済を希望する」と記入します

新規申請 又は
更新申請 から

「オンライン決済を希望する」旨 を記載
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差戻後のステータスは「修正待」

保健所が申請内容を確認します。
修正がない場合でも、ちば電子申請サービスのサイトのご案内のため差戻します。
差し戻されると食品衛生申請等システムからメールが届きます。

２

差し戻し時に届くメール（例）
食品衛生申請等システムの
整理番号（LICから始まる14桁）
を控えてください！
（食品衛生申請等システムから確
認することも可能です）

申請手数料納付用URLが
記載されています。
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３ ①ちば電子申請サービスにより許可等申請をします。
差し戻し時に送付されたメールに記載のURLにアクセスして下さい。

利用者登録をしている方は
こちらからログイン

始めて利用される方は
こちらから利用登録
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参考）ちば電子申請サービス利用登録

１ ２
３ ４

登録するメールアドレスを入力

登録したメールアドレスにちば電子申請サービスから
メールが届きます。
利用者登録画面へのURLへアクセスします。

登録情報を入力します。
パスワード
氏名
住所
電話番号

同じメールアドレスで複数の

アカウントを作ることはできません。

利用者区分を選択

登録が完了したら、保健所から案内されたURLへ
再度アクセスします。 10



【●●保健所】【新規/継続】食品営業許可申請

②利用規約を確認し、「同意する」をクリックします
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【●●保健所】【新規/継続】食品営業許可申請

③登録情報が申請者情報に自動入力されます。内容に間違いがないか確認します。
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食品衛生申請等システムの整理番号の
LIC以下14桁の数字を入力してください。
（p.８参考）

申請する業種を選択してください。
１施設で複数業種の許可を申請する場合は
申請する業種すべてを選択してください。

④申請内容を入力します。

13

食品衛生申請等システムでの申請内容と同じ内容で申請してください。
原則として返金はできませんので、お間違いのないよう十分注意してください。

食品衛生申請等システムの整理番号ごと
の申請及び支払となります。
複数施設/屋号の申請をされる場合は、
申請内容に十分ご注意ください。

１業種あたりの申請数を入力します。
※チェックを入れた業種のみ表示されます。
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⑤許可証の受け渡し方法を入力します。

許可証の受渡方法を選択します。
郵送の場合、郵送料が加算されます。

許可証の郵送先を選択します。
（窓口での受け渡しの場合

は表示されません）

許可証の郵送先が申請者住所と
異なる場合は、郵送先を入力して
ください。



申請手数料と郵送料は自動入力されます。

入力が完了したら確認に進みます。
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⑥納付金額が反映されているか確認します。
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例）飲食店営業2件と魚介類販売業１件を申請するスーパー（許可証郵送希望）の場合

２

1

41600

申請手数料の合計額が
自動入力されます。

飲食店営業 16,000円×２件
魚介類販売業 9,600円×１件

600



⑦申請内容を確認し、申込みをしてください。この時点で支払はできません。

【●●保健所】【新規/継続】食品営業許可申請

ちば電子申請サービスから申込完了通知メールが
届いたことを確認します。

整理番号とパスワードを
控えてください！
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４ 保健所がちば電子申請サービスの申請内容を確認します。
申請が受理されると、ちば電子申請サービスから通知メールが届きます。
このメールが届いてから支払いをしてください。

【●●保健所】【新規/継続】食品営業許可申請
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申請内容の確認ができましたので、下記URLから手数料の支払いをお願いします。

https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-u/inquiry/inquiry_initDisplay

支払期限がございますので、ご注意ください。

なお、ちば電子申請サービスでは領収書が発行されません。手数料を納付したことを示す書類は、
申込内容照会画面の印刷等をお使いください。

お支払い完了後はお手数ですが食品衛生申請等システムから再度申請をお願いします。

申請の際、食品衛生申請等システムの備考欄にちば電子申請サービスの整理番号を入力ください。

「営業許可の申請」→「修正」→「ファイル登録」→ 備考欄にちば電子申請サービスの番号を
入力→「設定」→「確認」→「登録」

なお、原則として返金はできませんのでご注意ください。



参考）申請内容の修正がある場合

申請者による修正が必要な場合 保健所が修正した場合（職権訂正）

【●●保健所】【新規/継続】食品営業許可申請

ちば電子申請サービスからお知らせメールが届きます。
申込内容照会画面で内容を確認してください。

こちらで修正しましたのでご確認ください。

申込内容照会から修正内容を確認してください。【修正する】から申請内容の修正をしてください。
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https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-u/inquiry/inquiry_initDisplay

【●●保健所】【新規/継続】食品営業許可申請

５ ①手数料を支払います。
申し込み完了メールに記載されたURLにアクセスし、申請状況確認画面を開きます。
整理番号とパスワードを入力します。
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②支払方法を選択します。

１）Omni payment Gateway
…クレジットカード

（VISA、MASTER、JCB、AMEX、Diners）
PayPay、d払い、auPAY決済

２）インターネットバンク（Pay-easy（ペイジー※）決済）

３）ATMでのお支払い（Pay-easy（ペイジー※）決済）

※ Pay-easyとはインターネットバンキングや金融機関のATMから手数料をお支払いできるサービスです。
口座をお持ちでなくても、ATMから現金でお支払いいただけます。
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１）Omni payment Gateway
…クレジットカード、PayPay、
d払い、auPAY決済

２）インターネットバンク
…Pay-easy（ペイジー※）決済

【●●保健所】【新規/継続】食品営業許可申請

【●●保健所】【新規/継続】
食品営業許可申請 ●●保健所

３）ATMでのお支払い
…Pay-easy（ペイジー※）決済
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支払方法を選択し、同意事項を最後
までスクロールして「同意する」に
✓を入れる。

支払方法に応じて必要事項を入力して決済完了

③支払方法に応じて支払いをします。

１） Omni payment Gateway（クレジットカード、PayPay、d払い、auPAY決済）
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この番号を使って支払いをします。

【●●保健所】【新規/継続】食品営業許可申請

２） インターネットバンク（Pay-easy（ペイジー）決済）

金融機関に応じて必要事項を入力して決済完了
24



３） ATMでのお支払い（Pay-easy（ペイジー）決済）

千葉県公金を納付できる金融機関のATMからお支払い下さい。

この番号を使って支払いをします。

【●●保健所】【新規/継続】食品営業許可申請

ATMの画面からペイジーを選択します。（ペイジーのマークが目印です）
メニューの名称は「税金・各種料金払い込み」など、金融機関によって異なります。
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千葉県公金を納付できる金融機関一覧（県HP）

https://www.pref.chiba.lg.jp/suitou/kinyuukikan.html

Pay-easy（ペイジー）納付のご利用について（県HP）

https://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/oshirase/30pay-easynouhu.html

ペイジーの使い方（外部サイト）

https://www.pay-easy.jp/howto/
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④支払いが完了したことを確認します。

【●●保健所】【新規/継続】食品営業許
可申請

申込内容照会画面で支払済となっていることを確認してください。
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領収書は発行されません！

納付後の「申込内容照会画面」の印刷等が
税務上の証拠書類としてご利用いただけます。

【●●保健所】【新規/継続】食品営業許可申請
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６ 食品衛生申請等システムから再申請をします。
申請内容は変更せず、備考欄にちば電子申請サービスの「整理番号」を記入します。

【●●保健所】【新規/継続】食品営業許可申請

保健所で手数料納付及び再申請を確認したらご連絡します。

ステータスは「修正待」
になっている

初回申請時と同様に
ファイル登録の備考欄に

「ちば電子申請サービス」の
整理番号を追記

整理
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支払期限を過ぎた場合

１）Omni payment Gateway（クレジットカード、PayPay、d払い、auPAY決済）

→支払期限を再設定の上、支払を再度お願いするメールをちば電子申請サービスから送付します。

２）インターネットバンク
３）ATMでのお支払い

→次ページを参考に、ちば電子申請サービスから再申し込みをしてください。
支払期限を再設定の上、支払を再度お願いするメールをちば電子申請サービスから送付します。

まずは保健所にご連絡ください！
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申請内容がそのまま反映され、入力内容を修正することなく申込へ進むことができます
整理番号とパスワードが初回と変わるので間違えないようしてください。

２）インターネットバンク
３）ATMでのお支払い

【●●保健所】【新規/継続】食品営業許可申請
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原則として

返金はできません！

万が一、納付金額の誤りや申請取り下げを行う場合は管轄保健所へご相談ください。
32

ちば電子申請サービスでの申し込み内容をよく確認いただき
お支払いの際は十分ご注意ください。


